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都道府県知事殿

健発o3 2 9第 22号

保発o3 2 9第 14号

平成 25年 3月 29日

厚生労働省健康局長

厚生労働省保険局長

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等の一部改正等について

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」としヴ。)

の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定健康診査及び特定保健指導の

実施に関する基準(平成19年厚生労働省告示第157号。以下「基準省令」という。)

及び関連告示を定めているところであるが、本日、特定健康診査の実施に関す

る基準の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第44号)並びに特定健康

診査及び特定保健指導の実施に関する基準第一条第一項第十号の規定に基づき

厚生労働大臣が定める項目及び基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省

告示第89号)、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第四条第一項

第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成25

年厚生労働省告示第90号)、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準

第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき厚生労働大庄が定める特定保健

指導の実施方法の全部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第91号)、特定健

康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条第一:r貨の規定に基づき厚

生労働大臣が定める者の全部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第92号)、

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十七条の規定に基づき厚

生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、

記録の保存等に関する基準の全部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第93

号)及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等
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の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める事項の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第88号) (以下「改正省

令等」としづ。)が公布され、平成25年4月 1日より施行されることとされたと

ころである。

改正省令等の内容は、下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県内

の市町村及び関係団体等への周知を図られるとともに、実施に遺漏なきを願い

たい。

記

第一改正の趣旨

法第四条第 1項に基づく保険者による特定健康診査及び特定保健指導(以

下「特定健診等」という。)について、平成 25年度より開始する第二期特定健

康診査等の実施計画期間における特定健診等の実施に関し、所要の規定の整備

を講ずるものである。

第二改正の内容

一改正省令について

1 基準省令第七条第一項第三号の改正

行動計画の策定の日から六ヶ月以上経過した日において、行動計画の実

績に関する評価を動機付け支援対象者と共に行う者として、動機付け支援

対象者の健康状態等に関する情報を行動計画策定時の面接指導を行った

者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(行動計画策定時に面接による

指導を行った者と同ーの機関に勤務する者に限る。)を追加することとす

る。

2 基準省令第八条第一項第三号及び第四号の改正

行動計画の進捗状況に関する評価及び行動計画の策定の日から六ヶ月

以上経過した日における行動計画の実績に関する評価を積極的支援対象

者と共に行う者として、積極的支援対象者の健康状態等に関する情報を行

動計画策定時の面接による指導を行った者と共有する医師、保健師又は管

理栄養士(行動計画策定時に面接による指導を行った者と同ーの機関に勤

務する者に限る。)J を追加することとする。
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3 基準省令附則第二条の改正

保健指導に関する一定の実務経験を有する看護師が、特定保健指導の面

接による指導を行うことができることとする経過措置の期間の終了日を、

平成 30年 3月 31日まで延長することとする。

一 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第一条第一項第十号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める項目及び基準の一部を改正する件(平

成 25年厚生労働省告示第 89号)について

ヘモグロビンA1cの標記変更に関して、医師が心電図検査及び眼底検査を

特定健康診査の検査項目として実施する必要があるか判断する際に用いる

血糖検査の結果に係る基準として、これまで JDS値で「ヘモグロビンA1cが

5.2%以上」としていたものを、「ヘモグロビンA1cが 5.6弘(NGSP値)以上Jに

変更することとする。

三 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第四条第一項第三号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成 25年

厚生労働省告示第 90号)について

ヘモグロビン A1cの標記変更に関して、特定保健指導の対象者を階層化す

る際に用いる血糖検査の結果に係る基準として、これまで ]DS値で「ヘモグ

ロビンA1cが 5.2%以上jとしていたものを、「ヘモグロビンA1cが 5.6弘(NGSP

値)以上」に変更することとする。

四 特定健康診査及び特定保健指導の実胞に関する基準第七条第一項及び第

八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法

の全部を改正する件(平成 25年厚生労働省告示第 91号)について

第 2の 2 (9)において、特定保健指導の量を判断する際のポイントの最

低条件として、これまで、支援Bの方法で 20ポイント以上を必須としてき

たところを、支援B の方法によるポイント数を最低条件から外し~ r支援A

及び支援Bの方法の合計で、 180ポイント以上の支援を行うこと(支援Aの

方法に係るポイントが、 160ホ。イント以上である場合に限る。)Jとして、支

援Aの方法のみでの最低条件の充足を可能とすることとする。

基準省令附則第 2条の改正に伴い、保健指導に関する一定の実務経験を有

する看護師が、特定保健指導の面接による指導を行うことができることとす

る経過措置の期間の終了日を、平成 30年 3月31日まで延長することとする。
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五 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条第一項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める者の全部を改正する件(平成 25年厚生労

働省告示第 92号)及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準

第十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健

指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準の全部を改正する

件(平成 25年厚生労働省告示第 93号)について

基準省令附則第 2条の改正に伴い、保健指導に関する一定の実務経験を有

する看護師が、特定保健指導の面接による指導を行うことができることとす

る経過措置の期間の終了日を、平成30年 3月31日まで延長することとする。

六 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の

額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める事項の一部を改正する件(平成 25年厚生労働省告示第 88号)につい

て

保険者が、特定健診等の実施状況に関する結果として社会保険診療報酬支

払基金に報告する事項に、特定健診等の受診者及び利用者に係る資格区分

(強制加入被保険者若しくは強制加入被保険者の被扶養者、任意継続被保険

者若しくは任意継続被保険者の被扶養者、特例退職被保険者若しくは特例退

職被保険者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者の別)を追加することと

する。

第三施行期日

改正省令等は、平成25年4月 1日から施行すること。

第四既存通知の改正

今般の省令及び告示の改正に伴い、一及び二の通知を次のように改正し、平、

成25年 4月 1日から適用する。

一 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について(平成

20年 1月17日付け保発第0117001号厚生労働省保険局長通知)

1 第二の七の 1の (3)中、「七の 1の(1 )の面接による指導を行った

者」を「次のいずれかに掲げる者j に、「経過後」を「経過した日」に改

め、同 (3)にア及びイとして、次のように加える。

ア (1 )の面接による指導を行った者

イ 動機付け支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共

有する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該動機付け支援
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対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する・者に限る。)

2 第二の八の 1の(3) 中、「ハの 1の(1 )の面接による指導を行った

者Jを「次のいずれかに掲げる者j に改め、同 (3)にア及びイとして、

次のように加える。

ア ( 1 )の面接による指導を行った者

イ 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共有

する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該積極的支援対象

者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)

3 第二の八の 1の (4)中、「ハの 1の(1)の面接による指導を行った者J

を「次のいずれかに掲げる者」に、「経過後Jを「経過した日」に改め、

同 (4) にア及びイとして、次のように加える。

ア ( 1 )の面接による指導を行った者

イ 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共有

する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該積極的支援対象

者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)

4 第二の十八中、「平成25年 3月31日Jを「平成30年 3月31日」に、「七の

1の(~ )及び八の 1の(1 ) Jを「七の 1の(1 )及び(3)並びに八

の 1の(1 )、 (3)及び (4)Jに改める。

一 特定健康診査及び特定保健指導の実施について(平成20年 3月10日付け健

発第0310007号保発第0310001号厚生労働省健康局長及び保険局長通知)

1 第三の 2の(1 )のウ及びオ並びに (2)のウ及びオ中、["(実施基準施

行後 5年に限る。)Jを["(平成30年3月31日までに限る。)Jに改める。

2 第三の 4の (3)中、「標準的な健診・保健指導プログラム(碓定版)J 

(平成19年4月厚生労働省健康局)Jを「標準的な健診・保健指導プログ

ラム(改定版)J (平成25年4月厚生労働省健康局)Jに改める。

3 別紙 1及び別紙5を別添 1及び別添 2のとおり改める。

5 



(表面) 特定健康診査受診結果通知表|
別添1

フリガナ

-・・・---------_.-----------------------------------.
生年月日 年 月 日 健診年月日 年月 日

------_.固・・・・・・・・・・・・・・・・----------.-

氏 名
性別/年齢 男・女 歳

特定健康診査
受診券番号

目先 往 歴

nll 薬 歴 喫煙歴

自 覚 症 状

他 覚 症 状

目 基準値
今回 前回

年前 月々 回日項
---------------_.固・・・・・・・・・・・・・・・・・圃---- 年月日年 月 日

身 長 (cm) 

体 重 (kg) 

身体計測
腹 囲 (cm) 

B M 

収縮期血圧 (mmHg) 

血 圧
拡張期血圧 (mmHg) 

中 1生 脂 肪 (mg/dl) 

血中脂質検
HDLーコレステロール (mg/dl) 

査

LDLーコレステロール (mg/dl) 

G 。 T (lU/I) 

肝機能検査 G P T (IU/I) 

γ 一 G T P (lU/I) 

空腹時血糖 (mg/dl) 

A血{窓10腹のい時ず血糖れ糖か又のlま検項ヘ目モのグ実ロ査施ビンで ヘモグロビンA 1 c(NGSP値 (%) 
可

ヘモグロビンA 1 c(JDS値) (%) 

糖
原 検 査

蛋 白



(裏面)

赤 血 球 数 (万Imn])

貧血検査 血 色 素 亙 (g/dl) 

ヘマトクリット値 (%) 

』む 電 図
所 見

検 査

眼底検査 所 見

メタボリツクシンドローム判定

医師の判断

判断した医師の氏名

(備考)
1.この用紙は、日本工業規格A夢IJ4版とすること。
2. r性別」の欄は、該当しない文字を抹消すること。
3.基準値を外れている場合には、 r*Jを測定結果概に記入すること。
4. rメタボリツクシンドローム判定Jの欄はJ基準該当/予備群該当/非該当」を記入すること。
5. r医師の判断」の欄は、

①特定健康診査の結果を踏まえた医師の所見
②貧車検査、心電図検査及び眼底検査を実施した場合の理由

を記入すること。



(表面) 特定健康診査受診結果通知表
フリガナ

生年月日 年 月 日 健診年月日 年 月 日一ー一一-----一一一一-一一一一一一一一回一一一一一一

氏 名
性別/年齢 男・女 歳

特定健康診査
受診券番号

目元 往 歴

s& 薬 歴 喫煙歴

自 覚 症 状

他 覚 症 状

自 基準値 今年 月 回日 |年前月 回日
前々回

項
年月 日

身 長 (cm) 

体 重 (kg) 
身体計測

腹 囲 (cm) 

B M 

収縮期血圧 (mmHg) 
血 圧

拡張期血圧 (mmHg) 

中 B性 2旨 肪 (mg/ dl) 

血 中指質検 HDLーコレスアロー
(mg/dl) 

，占呈t jレ

LDLーコレスアロー
(mg/dl) 

jレ

G 。 T (IU/I) 

肝機能検査 G P T (lU/1) 

Y - G T P (lU/1) 

血糖検査
空腹時血糖 (mg/dl) 

{いずれかの項目の実施で可}

ヘモグロビンA 1 c (%) 

糖
尿 検 査

蛋 自

※ヘモグロビンA1c検査面詰裏面孟NGS戸面ごよる扇査結蔚車京記載されていますが、女が併記されているものは、 JDS値による検査結果値の云め
の基準値が異なります。 (JDS値基準値3.9-5.2



(裏面)

赤 血 球 数 (万/ml1I)

貧血検査 血 色 素 量 (g/dl) 

ヘマトクリツト値 (%) 

lt，¥ 電 図
所 見

検 メ』ヨ之. 

眼底検査 所 見

メタボリツクシンドローム判定

医師の判断

判断した医師の氏名

(備考)
1.この用紙は、日本工業規格A列4版とすること。
2. r性別Jの欄は、該当しない文字を抹消すること。
3.基準値を外れている場合には、 r*jを測定結果欄に記入すること。
4. rメタボリツクシンドローム判定Jの欄は、「基準該当/予備群該当/非該当』を記入すること。
5. r医師の判断」の欄は、

①特定健康診査の結果を踏まえた医師の所見
②貧血検査、心電図検査及び眼底検査を実施した場合の理由

を記入すること。



1保健指導対象者名 . 利用券番号

特定保健指導支援計画及び実施報告書(例)

保険者番号

3 保健指導機関名(番号)・保健指導責任者名

総絡保健指導機関名 保健指導機関番号

4 支援レベル

「寸雨づ時撮
| |積極的支綴

5 保健指導コース名

別添2

2 保険者名

保健指導責任者名(職種)

開始(初図面接実施)年月日

終了年月日

7 初図面僚による支媛の実施形態・実施する者の験種

実績

支援形態

実施する者の腺種

実施する者の氏名

8継続的な支援の支媛形態・ポイント

支媛形態 回数 実施時間 ポイント

個別A (aJ) (分) (P) I 
個別B (図) {分) (P) 

グループ (図} {分) (P) 
計画

電話A (図} (分} (P) 

電話B (図) (分} (P) 

e-mailA {回) ~ (P) 

e-mailB (図) ~ (P) 

合計 (回) (分) (P) 

ポイント内訳 (A) I (B) 
9 保健指導の評価

1 )中間評価

実施する者の臓種 実施する者の氏名

一一一一一
実施年月日

実施年月日 実施する者の職種 実施する者の氏名

2) 6か月後の評価

10行動目標・行動計画

設定日時 平成18年7fJ9日 平成18年9月10日(中間評価) 0年O月O日

目標値口

収鉱一一腹体図重縮張日自日期期ののの血運剛食血事圧圧毅動にに目よ標よるるエ目自ネ標標ルエヱギネネ戸ルJ量ドギ芋ーー量量

cm 
kg 

mtTWmTEhhg g 

kcal 
kcal 
koal 

行動目及標び・変計更画の設定
行動目標

行動計画

変更理由

一Eコ初図面接聞こ記入し、電子データ化 Eコ 6ヶ月後の実績評価終了時までに順次記入し、電子データ化



11保健指海の実施状況

1 )初図面接による支援

(保機

種 名
職健指導闘

者番

名号

d.d. d. 
A 

初 00 0 0 
回

(保健飾)

実 実

施 施
年 時
月 間

日

2~全

III 体 収 拡
間 11 縮 張

期 期

血 血
圧 圧

C昨、 kg mmhg mmhg 

( ) ( ) ( ) ( ) 

一 一一
2)継続的な支媛(血圧、生活習慣の改管状況(唄健)については惰線を入手した場合に記舷。)

(1 ) 個別・グループ・電話A'e-maiIAによる支援(支媛A)

(保線 3健 実 腹 体 収 jJ1; 
験1;建旨

隙 施 施 間 箆 縮 張
樋名 年 E寺 矧 提丹

}導

者番
月 間 血 血
日 圧 圧

名号

口
中

間

口

2 
f，! 
了

図 分
目 cm kgl mmHg mmHg 

口 )1 ( )1( ) ( ) 

6 
ケ

月

E事
1価

ロ
中
間

ロ

3 
終

了
図 分
自 cm kgl mmHg 町、mHc

ロ )1 ( )I( ) ( ) 

6 
ケ

月
E平
価

口
中

間

ロ

4 
終

了
回
自 cm kel mmHg mmHg 

口 )1 ( )I( ) ( ) 

6 
ケ

月

E平
価

ロ
中

間

ロ

5 
終

了
回
目 cm kgl mmHg mmHg 

ロ )1 ( )I( ) ( ) 

6 
ケ

月

E手
価

保健指岬支援形態

行動変容ステージ 保健指導実施肉容
21(実グ個施ル別時ープ

間)

{{{231}}) t無関a関心備湖湖心紛
得生笠行活活動司極E的習回4な舗線賓食とのお健事aよE2び震り9憲針結.省圃果りE・のの~J!鵬議S定

僚
O
目に安つのい提てm 

1.{個別
分)

{{45})実維行持湖
湖

2グループ
{ 分 )

支

支保健
i
量形?担場

態
l量 会

項首
E
・
2

書備事

E事
考

実 E十

生活習慣の改普状況 指導の種績
21 個グル別ープ 施 ポ

3 明監隠A ポ イ

4(
実
.E施寸Y

時
lai
間
lA
) 

イ J 
、

，、J トl

ト

1個別

食事口
2 
(グ2

ル
0分ー)

プ

海軍h 口
(分}

3電路A

1長慾ロ 4(E寸前分副)lA 
活動 (分)

1.(悶別

食事ロ 2.(グル分ー}プ

i褒聖書 ロ 3 
(官u分苦A

} 

紫煙ロ 4(E寸Y
分
1a1)lA 

体活動 (分)

1個別

食$口 2(グル分ー)プ

遜動口 3(滋鰭分A
) 

紫復ロ 4(E寸n
分
ai)lA 

体活動 (分}

1.(密別

食事ロ 2(グル分ー)プ

運動ロ 3 (TE昔分話A
J 

禁燦ロ 4.(E-m
分
ai)lA 

体活動 (分)



(2) 個別Bによる支援(支援B)

保健指導機関名 番号 保健指導者名 職種 実施年月日 実施時間 ポ支イ援ント ポ合イト計ン

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

保健指導機関名・ 番号 保健指導者名 職種 実施年月日 実施時間 ポ支イ援ント ポ合イトE十ン

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
L _  

(3) 電話Bによる支援(支緩B)

(4) e-mailBによる支媛(支嬢B)

保健指導機関名 番号 保健指導者名 職種 実施年月日 実施回数 ポ支イ援ント
ポ合イ計ン

ト

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

126ヶ月後の評価(血圧、生活習慣の改普状況{喫煩)については情報を入手した場合に記載。)

生活習慣改善の状況

拡

張

期

血

圧

収

縮

期

血

圧

体
貨

腹
囲

実
施
年
月
日

(保機

職健闘

種指名
)導・

者醤

名号



開
抽
旧
二
庁
五
年
三
月
三
十
一
回

第

三

繍

郵

便

物

犯

可

(3分冊の 1) (号外第 67号)

〔
府
令
・
省
令
〕

報

O
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令

〈
内
閣
府
・
総
務
・
文
部
登
子
一
)

省

A

一
H〕

考参

官
一

O
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
等

一
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
〈
総
務
三
六
)

日
一

O
臨
時
石
炭
鉱
害
復
旧
法
控
江
簡
を
廃
止

耀
一
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ー
一
〈
総
務
・
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
・
農
林

日
一
水
産
・
経
済
産
業
・
国
土
交
通
一
)

お
一

O
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め

月
一
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
。
省
令

3
一
ハ
外
務
六
〉

丘
一
O国
外
に
お
け
る
旅
券
手
数
料
の
額
を
定
め

，

2
一
る
省
令
及
び
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料

輸
一
の
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

一
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
〈
同
七
〉

1

一O
外
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
(
同
八
)

。

(号外〉
独立行政法入国立印刷局

O
歳
入
歳
出
外
の
悶
陣
内
移
換
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
財
務
九
)

O
政
府
資
金
調
達
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
(
同
一

O
〉

O
慰
労
金
関
陣
一
領
券
の
発
行
交
付
等
に
関
す

る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令
〈
同
一
一
〉

O
独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
侍
覧
会
記
念
機

構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
〈
同
二
一
)

。
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
(
同
一
三
)

一
O
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
に
関
す
る
省
令
及

一
び
独
立
行
政
法
人
国
立
印
制
局
に
関
す
る

一
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
同
一
回
)

z
一
O
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
の
一
部
者
改
正

一
す
る
省
令
(
同
一
五
)

一
O
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料

一
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

六
一
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

一
(
厚
生
労
働
四
三
)

=α矧
矧
附
則
樹
到
則
的
矧
創
側
側
捌
矧
創
出
問

コ
施
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省

一O
一
一
令
ハ
間
四
四
)

一
O
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
み
、
法
律
に

一
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の

一
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
等
の
-
部
な

一
改
正
す
る
省
令
〈
伺
四
五
〉

一
O
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運

一
蛍
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

一
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
間
四
六
〉

一O
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官

一
一
一
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
間
四
七
)

1> 

。

O
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部

二
一
を
改
正
す
る
省
令
〈
同
四
八
〉

一
O
動
労
青
少
年
描
祉
推
進
者
に
関
す
る
省
令

三
及
び
障
害
者
の
窟
用
の
促
進
等
に
関
す
る

一
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

一
(
間
四
九
)

一
O
復
旧
の
目
的
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
公
共

一
施
設
の
う
ち
、
河
川
、
道
路
、
上
水
道
及
び

一
下
水
道
に
つ
い
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
算

一
定
基
準
を
定
め
る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令

一
(
厚
生
労
働
・
経
済
産
業
・
圏
土
交
通

一
一
)

一
O
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

一
正
化
に
関
す
る
法
待
施
行
規
則
の
一
部
を

三

改

正

す

る

審

議

室

一

九

〉

一
O
農
林
水
産
省
定
員
焼
剣
の
一
部
を
改
正
す

z
一
る
省
令
〈
間
二

O
)

一
四
一ー一

O
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

一
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

一
(
悶
二
一
)

一
O
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
及
び
水
産
業

一
協
同
組
合
法
鈍
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

詰
る
省
令
(
向
二
二
)

=
0農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

定
一
一
正
す
る
省
令
〈
間
二
三
)

一
O
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
及
び
水
産
業

一
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
老
改
正
す

一
る
省
令
(
間
二
四
〉

一
O
農
地
お
よ
び
農
業
用
施
設
に
関
す
る
復
旧

一
工
事
後
の
措
置
に
関
す
る
省
令
を
廃
止
す

一
る
省
令
及
び
復
旧
の
目
的
と
し
な
い
と
と

一
と
し
た
農
地
及
び
農
業
用
施
設
に
つ
い
て

一
七
一
支
払
う
べ
き
金
額
の
算
定
感
.
準
を
定
め
る

省
令
を
廃
止
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

.
る
省
令
(
農
林
水
産
・
経
済
産
業
一
ニ
)

。
埋
蔵
鉱
愚
統
計
調
査
規
則
を
廃
止
す
る
省

一
七
一
令
(
経
済
産
業
一

O
)

一
O
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改

一
正
す
る
省
令
(
閤
一
一
〉

一
O
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
及
び
小
型
自
動

一
車
競
走
法
施
行
規
制
の
一
部
を
改
正
す
る

一
八
一

一
省
令
(
同
一
二
)

一
O
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
聞
に
関

一
す
る
法
律
施
行
令
第
十
三
条
第
一
一
一
項
第
一

一
号
に
掲
げ
る
行
政
機
関
等
が
保
有
す
る
符

一
政
文
書
に
係
る
開
示
請
求
等
の
手
続
に
関

一
す
る
省
令
(
間
二
ニ
)

一
O
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
侭
護

一
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
八
条
第
三
項

一
第
一
号
に
掲
げ
る
行
政
機
関
等
が
保
有
す

一
る
保
有
個
人
情
報
に
係
る
開
示
請
求
の
手

一
続
に
関
す
る
省
令
〈
同
一
四
)

一
O
復
旧
の
目
的
と
し
な
い
家
屋
等
に
つ
い
て

一
支
払
う
べ
き
金
額
の
算
定
基
.
懲
を
定
め
る

一
省
令
を
廃
止
す
る
省
令
及
び
復
旧
の
目
的

一
と
し
な
い
と
と
と
し
た
公
共
部
設
に
つ
い

一
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
算
定
義
準
を
定
め

一
る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令
の
-
部
を
改
正

一
す
る
省
令
(
同
一
五
〉

一九一

O
電
気
事
業
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

一
省
令
〈
同
二
ハ
)

一
O
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
.
エ
ネ
ル

一

ギ

1
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法

一
施
行
規
則
の
-
部
を
改
正
す
る
省
令

一
(
同
一
七
)

云)一

v

，

O
エ
ネ
ル
キ
l
の
使
用
の
合
理
化
に
閲
す
る

法
律
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
に
係
る
届

出
等
に
関
す
る
省
令
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
登
録
建
築
物
帽
調
査
機
関
等
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

国

土

交

通

一

三

)

霊

(
以
下
次
の
ペ
!
ジ
ヘ
続
く
) Cコra 



(号外第67号)

。

平
成
三
十
一
年
度

平
成
二
十
二
年
度

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る。

0
・
五
五
七

0
・
-o

0
・
四
七
六

0
・0
八

0
・
三
九
九

0
・
0
六
四

平
成
十
年
度

0
・
士
一
二
六

0
・
0
四
八

報

平
成
十
一
年
度

平
成
十
二
年
度

平
成
十
三
年
度

平
成
十
四
年
度

平
成
十
五
年
度

O

七

型
矧
倒
謝
議

1

同
齢
者
の
医
療
m

る
接
律
〈
昭
和
五
十
七
年
注
体
第
八
十
号
}
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る。

平

成

二

十

五

年

三

月

二

十

九

日

♂

厚

生

労

働

大

臣

田

村

憲

久

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
健
廉
診
査
及
び
特
定
、
保
鰭
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
{
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
『
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
る
指
導
を
行
っ
た
者
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
者
」
に
、
「
経
過
後
」
を
「
経
過
し
た
日
」
に
改
め
、
同
号
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
る
指
導
を
行
っ
た
者

ロ
動
機
付
け
支
援
対
象
者
の
健
康
状
態
等
に
閲
す
る
情
報
を
イ
に
掲
げ
る
者
と
共
有
す
る
医
師
、
保
健
師
又
は

管
理
栄
義
士
{
イ
に
掲
げ
る
者
が
当
該
動
機
付
け
支
援
対
象
者
に
対
す
る
面
接
の
際
に
勤
務
し
て
い
た
機
関
に

勤
務
す
る
者
に
限
る
。
)

第
八
条
第
一
明
第
三
号
中
「
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
る
指
導
を
行
っ
た
者
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
者
~
に
、
「
進
捗
」
を
『
進
捗
」
に
改
め
、
同
号
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
る
指
導
を
行
っ
た
者

ロ
積
極
的
支
援
対
象
者
の
健
康
状
態
等
に
関
す
る
情
報
を
イ
に
掲
げ
る
者
と
共
有
す
る
医
師
、
保
健
師
又
は
管

理
栄
養
士
{
イ
に
掲
げ
る
者
が
当
該
積
極
的
支
援
対
象
者
に
対
す
る
面
接
の
際
に
勤
務
し
て
い
た
機
関
に
勤
務

す
る
者
に
限
る
。
)

第
八
条
第
一
項
第
四
号
中
『
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
る
指
導
を
行
っ
た
者
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
」
に
、
「
経
過
後
」
を
『
経
過
し
た
日
」
に
改
め
、
同
号
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
る
指
導
を
行
っ
た
者

ロ
積
極
的
支
援
対
象
者
の
健
康
状
態
等
に
閲
す
る
情
報
を
イ
に
掲
げ
る
者
と
共
有
す
る
医
師
、
保
健
師
又
は
管

理
栄
裳
土
(
イ
に
掲
げ
る
者
が
当
該
積
極
的
支
援
対
象
者
に
対
す
る
面
接
の
際
に
勤
務
し
て
い
た
機
関
に
勤
務

す
る
者
に
限
る
。
}

附
則
第
二
条
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
第
一

号
」
を
「
第
三
号
並
び
に
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
ご
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

0
・
二
七
五

0
・
0

0
・
ニ
二
六

0
・0

0
・
一
七
九

0
・0
0九
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O
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
五
号

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
一

〈
平
成
二
十
五
年
政
令
第
五
十
七
号
}
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
商
齢
者
医
療
の
国
庫
↑

負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
(
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
)
第
二
十
五
条
の
三
並
び
に
国
民
健
康
保
険
一

の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
閲
す
る
政
令
(
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
'
号
)
第
一
条
第
一
項
、
第
四
条
第
二
項
及
一

び
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
一

者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
一

平

成

二

十

五

年

三

月

二

十

九

日

厚

生

労

働

大

臣

田

村

憲

久

一

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
一

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

一

{
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
験
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等

ι関
す
る
省
令
一

の

一

部

改

正

)

一

第
一
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
一

省
令
{
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
V

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

一

第

四

十

条

の

次

に

次

の

五

条

を

加

え

る

。

一

(

加

算

対

象

保

険

者

の

基

準

)

一

第
四
十
条
の
ニ
算
定
政
令
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
(
法
第
・
十
八
条
第
三
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
J
の
実
施
状
況
が
著
し
く
不
十
分
な
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
年
度
に
お
け
る
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
が
千
分
の
一
に
満
た
な
い
こ
と

文
は
同
年
度
に
お
け
る
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
が
千
分
の
一
に
満
た
な
い
こ
と
と
す
る
。

2

前
項
の
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
号
に
お
い
て
単
に
『
特
定
健
康
診
査
の
実
施

率
」
と
い
う
J
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
想
定
す
る
特
定
健
康
診
査
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診

査
」
と
い
う
J
の
当
該
各
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
受
診
者
の
数
を
当
該
各
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険

者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
の
対
象
者
の
数
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。

3

第
一
項
の
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
〈
次
条
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
」
-
と
い
う
。
)

は
、
当
該
各
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
捨
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
健
指
導
(
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
特
定
保
健
指
導
」
と
い
う
J
が
終
了
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
数
を
当
該
各
年
度
に
お

け
る
当
核
保
険
者
に
係
る
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
の
数
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。

4

算
定
政
令
第
二
十
五
条
の
一
ニ
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
状
況
が
著
し
く
不
十
分
で

毎
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
も
の

k
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
試
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

一
災
害
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
年
度
に
当
核
保
険
者
に
お
い
て
、
特
定
健
康
診
査

又
は
特
定
保
健
指
導
を
実
施
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。

ニ
特
定
健
康
診
査
等
の
前
年
度
の
対
象
者
の
数
が
千
人
未
満
の
保
険
者
で
あ
っ
て
当
該
特
定
健
康
診
査
等
の
実

施
体
制
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
係
る
同
年
度
の
特
定
健
康

診
査
の
実
施
率
が
、
同
年
度
に
お
い
て
、
次
の
衰
の
上
欄
に
掲
げ
る
保
険
者
の
種
類
に
応
じ
、
同
衰
の
下
欄
に

掲
げ
る
平
均
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。



ウ 進捗状況に関する評価として、積極的支援対象者が実践している取組内容及びその結果に

ついての評錨を行い、必要があると認めるときは、行動目標及び行動計簡の再設定を行うと

と。

エ行動計画の実B峨況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいて支援を
行うこと。

ω支援Aの方式は、次に掲げるものとすること。

ア個}Jr皮援A

イ グJいープ支援A (1グループは8人以下とする。〉

ウ電話支援A
エ電子メール支援A

臼支援Aの方法に係るポイyトの算定及ひ要件は、次に掲げるものとするとと。

ア個jJlj支援Aは、 5分閣の支援を l単位とし、 i単位当たり20ポイントとするとふただし、

支援1回当たり10分間以上の支援を行うとどとし、支援 1回当たりのポイント算定の上限は
120ポイントとするとと。

イ グルι プ支援Aは、 10分間の支援を 1単位とし、 l単イ立当たり 10ポイントとするとと。た

だし、支援1回当たり40分間以上の支援を行うとととし、支援 1侶当たりのポイント算定の

上限は120ポイントとすること。

ウ 電話支援Aは、 5分間の会話を l単位とし、 1単位当たり15ポイントとするとと。ただし、

支援 I@)当たり 5分間以上の会話を行うとととし、支接1回当たりのポイント算定のよ限は

60ポイントとするとと。

エ電子メール支援Aは、 i往復(特定保健指導実施者と積極的支援対象者の閣で支援に必要

な情報の共有老困るζとにより支媛を完了したと当該特定保健指導実施者が判断するまで、

電子メール等を通じて支援に必要な情報のやり取りを行うととをいう。以下同じ。〉の支援を

1単位とし、 1単位当たり40ポイントとするとと。

03)支援Bの方法は、初回の面接の際に作成した行動計画の実施状況を確認し、行動計画に掲げ

た取組を維持するために励ましゃ賞賛を行うものとするとと。

U4l支援Bの方式は、次に掲げるものとするとと。

ア個別支援B

イ電話支援8
ウ電子メール支援B

自由支援Bの方法に係るポイントの算定及びその要件は、次に掲げるものとするζと。

ア個別支援Bは、 5分周の支援を l単位とし、 1単位当たり10ポイントとすること。ただし、

支掻1回当たり 5分間以上の支援を行うとととし、支援 i回当たりのポイント算定のよ隈は
20ポイントとするとと。

イ 電話支援Bは、 5分間の会話を 1単位とし、 1単位当たり10ポイントとするζと。ただし、

支援 1間当たり 5分間以上の会話を行ラとととし、支援 l回当たりのポイシト算定のよ限は
20ポイントとすること。

ウ 電子メール支援Bは、 1往復の支援を 1単位とし、 1単位当たり 5ポイントとすること。

佃支援Aの方法及び支援Bの方法のポイントの算定は、次に掲げる事項に留意して行う ζと。

ア 岡田に複数の支援を行った場合は、いずれか lつの支援のみをポイントの算定対象とする

こと。また、問、自に問ーの支援を複数回行った場合であっても、ポイントの算定対象となる
のは 1回の支援のみであること。

イ 特定保健指導と直接関係のない情報〈次回の支援の約束や雑競等、特定保健指導の剣包と

産接関わりがない情報をいう。)のやり取りはポイジトの算定対象としないとと。

ウ 電話支掻又は電子メーlレ支援を行うに当たり、行動計画の作成及び提出を依頼するための

電話又は電子メール等によるやり取りは、ポイントの算定対象としないとと。

イ 設定した行動巨額が達成されているかどうか並びに身体状況及び生活習慣に変化が見られ

たかEうかについての評価を行うとと。

ウ 必要に応じて行動計画の策定の日から6月を経過する前に評価時期を設定して動機付け支

援対象者が自ら評価するとともに、行動計画の策定の白から8月以上経過した後!こ医師、保

健師又は管理栄華士Kよる評価を行し¥評価結果について動犠付け支援対象者に提供すると

と。

エ実績評価は、面接文は通信〈電話文は電子メ」ル、 FAX、手紙等〈以下「電子メール等」

という。)をいう。以下向じ。〉により行い、評価結果について動機付け支援対象者に提供する
ζと。

積極的支援の実施方法

支援期間及び頻度

初回に面接による支援を行うとともに、以後、 3月以上の継続的な支援を行うこと。

2 支援内容及び支援形態

(1)積極的支樹す象者(錯程基準第8条第2項に規定する積極的支勝守象者をいう。以下関じ。〉

が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、生活習墳の改善に向けた自主的な

取組を継続して行ラととができる内容とするとと。

(2) 特定健康診査の結果及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣その他の生活留慢の状況に

関する調査の結果を踏まえ、積極的支援対象者の生活溜慣や行動の変化〈以下「行動変容Jと

いう。〉の状況を把握し、.当該年度及び過去の特定健康診賓の結果等を踏まえ、積極的支援対象

者が自らの身体状況の変化を理解できるよう促すとと。

(3) 積極的支援対象者の健康に関する考え方を受け止め、積極的支援対象者が考える将来の生活

像を明憾にした上で、行動変容の必要性老実感できるよラな働きかけを行い、具体的に実践可

能な行動目擦を積舘的支援対象者が選択できるよう支援するとと。

但l積纏的支接対象者が具体的広実霊長可能な行動目様伝ついて、優先傾位を付けながら、積極的

支樹す象者と一緒iζ考え、積磁的支援対象者自身が選択できるよう支援するとと。

(5) 医師、保櫨師又は管理栄養士は、積極的支崩す象者が行動目標を達成するために必要な特定

保健指導支援計画を作成し、積極的支援対象者の生活習慣や行動の変化の状況の把握及びその

評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行うこと。

(6) 特定保健指導錦繍〈実施基準第8条第 l項第2号の規定に基づき、積極的支接対象者に対

し、生活習慣の改善のための取組に資する飽きかけに関する支援を相当な期間継続して行う者

をいう。 ωのエにおいて同じ。)は、積極的支援対象者が行動を継続できるように定期的に支援
するとと4

(7) 積極的支援を終了する時には、積極的支援対象者が生活習慣の改善が国られた後の行動を鑓

読するよう意識付けを行う必要がある乙と。

(8) 初回の面接による支援は、第 1の2の侶)に掲げる事項ι留意して行う ζと。との場合におい

て、第 1の2の(31中「動機付け支援対象者Jとあるのは、r積極自妓援対象者」とする。

(9) 3月以上の継続的な支援については、 ω及び:(14){乙規定する方法により算定するポイントの合

計で特定保健指導の量売を判断するとととし、支援Aの方法及び支援Bの方法の合計で、 180ポ

イント以上の支援を行うとと〈支援Aの方法に係るポイントが、 160ポイント以上である場合

に限る。〉を最低条件とするとと。

(1日支援Aの方法は、次に掲げるものとするとと。

ア 積極的支拐す象者の過去の生活習慢及び行動計画の実施状況を踏まえ、積極的支援対象者

の必要性に応じた支援をすること。

イ 食事、運動等の生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をするζと。

第2
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ω 
エ特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額

オ事業の錨極地域

カ緊急時における対応

キその他運営に関する重要事項

(7) 特定健康診査の実施者に身分者証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者等から求めら

れたときは、乙れを提示するとと。

(8) 特定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、特定

健康診査を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うとと。

側虚偽又は誇大な広告を行わないとと。

仰}特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受けf'.l'.けた場合には、当該苦情
の内容等を記録する亡と。

~O ，従業者及び会計に関する諸記録老整耐ずるζと。

第2 特定保健指導の外部餐託に閲する基準

i 人員に関する基準

(1) 特定保健指導の業務者統括する者(特定保償指導老実施する施設において、動機付け支援(実

施基準第7条第 1項に規定する動機付け支援をいラ。以下関じ。〉及び積極的支援(実施基準第

8条第 1項に規定する積極的支援をいう。以下同じ。〉の実施その他の特定保健指導に係る業務

全般老統括管理ずる者をいい、以下「統括者Jという。)が、常勤の医師、保健師又は管理栄養

士であるとと。

(2) 常勤の管理者(特定保健指導老実施する施設において、特定保健指導に係る業務に付随する

事務の管理を行ラ者をいう。以下ζの(2)において同じ。〉が置かれているとと。ただし、事務の

管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定保健指導を行う施設の他の職務に従事し、

又は同ーの敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することができるものとする。

(31 動機付け支援文は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行動目標及び

行動計画の作成並びに当該行動苦情の実績評価(行動計画の策定の日から 6月以上経過後に行

ラ評価をいう。〉を行ラ者は、医師、保健師又は管埋栄養士であるとと。

(4) 積層的支援において、積極的支援対象者〈実施基準第8条第2項に規定する積極的支援対象

者をいラ。以下問じ。〉ごとに、特定保健指導支援計画の実施〈特定保健指導の対象者の特定保

健指導支援計画の作成、特定保健指導の対象者の生活習慣や行動の変化の状況の把握及びその

評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行うととをいう。〉について統括的

な責任を持つ医師、保健師又は管理栄養士が決められているζと。

(5) 動機付け支援文は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者〈実施基準第7条第

2項に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同じ。〉文は積極的支援対象者に対する食生活

に閲する実践的指導は、医師、保飽師、管理栄養士又は特定健康診査及び特定保健指導の実施

に関する基準第7条第 1項第2号及び第8条第 1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者〈平成

20年厚生労働省告示第10号。以下「実践的指導実施者基準Jといラ。)第 lに規定する食生活の

改樹首専に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供されるとと。また、

食生活に関する実践的指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食生活の改善指導に

関する専門的知識及び技術を有すると認められる者を必要数確保しているζとカ浬ましい乙

と。
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(61 動機付け支援文は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積極的支援対象

者に対する運動に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は実践的指導実施者基準

第2に規定する運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供され

るとと。また、運動に関する実践的指導を自ら提供する場合には、運動指導に関する専門的知

識及び技術を有すると認められる者を必要数確保しているととが望ましいζと。

(7) 動様f寸け支援文は積極的支援のプログラムの内容に応じて、事業の再費託先や他の健康増進
施設等と必要な連携を図るとと。

(8) 特定保健指導実施者〈実施基準第7条第 l項第2号の規定に基づき、動機付け支援対象者に

対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行う者文は実施基準第8条
第 1項第2号の規定に基づき、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資す

る働きかけを相当な期間継続して行ラ者をいう。以下河む。〉は、園、地方公共団体、医療保険

者、日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了しているととが
望ましいとと。

(9) 特定保健指導の対象者が治療中の場合には、 (4)~<:規定する統括的な責任を持つ者が必要に応
じて当該対象者の主治医と連携を図るとと。

2 施設、設備等に関する基準

(1) 特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有しているとと。

(2) 個別支援を行う際に、対象者のプライパシ」が十分に保議される施設及び設備等が確保され
てし、るとと。

(3) 運動に関する実践的指導を行ラ場合には、救急時における応急処置のための体制が撃ってい
るとと。

但l健康増進法第25条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること〈医療機関において

は、患者の特性に配慮するとと。〉。

3 特定保健指導の内容に関する基準 Y--' 

(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第l項及び第8条第 l項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法〈平成20年厚生労働省告示第9号〉に準

拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、特定保健指導の対象者の特性並びに地域及
び職域の特性老考慮したものであること。

{引 具体的な動機付け支援文は積極的支援のプログラムC支援のための材料、学習教材等を含む。〕

は、保険者に提示され、保険者の了解が得られたものである乙と。

(3) 最新の知見及び・情報伝基合ハた支援のための材料、学習教材等を用いるよう取り組むとと。

(4) 個別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライパシーが十分に保議される場所で行
われるとと。

問委託契約の期間中に、特定保償指導を行った対象者から当該特定{果樹首導の内容について相
談があった場合は、相談に応じるとと。

(61 特定保健指導の対象者のうち特完封果健指導を受けなかった者又は特定保健指導を中断した者

に対しては、特定保健指導の対象者本人の意思に基づいた適切かつ積極的な対応を図るとと。

4 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準

(1) 特定保健指導に関する記践を電磁的方法により作成し、保険者に対して当該記録を安全かっ
速やかに提出するζと。

(却保険者の委託を受けて、特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導

の内容、フォロ」の状況等を保存する場合には、 ζれらを適切に保存し、管理するととo

(3} 法第30条に規定する秘密保持義務を遵守すること。

(4) 個人情報の保護に関する法律及びとれに基づくガイドライン等を遵守するとと。

(5) 保険者の委話を受けて特定保健指導の結果を保存する場合には、医療情報の安全管理(組織

的、物理的、技術的、人的な安全対策等)を徹底するとと。



倍)運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要老、特

定健康診査の受診者が容易に確認できる方法〈ホームページ上での掲載等)により、幅広く周
知するとと。

ア事業の目的及び運営の方針
イ 従業者の職種、員数及び聴務の内容

ウ 持定健康診査の実施日及び実施時間

エ特定健康診査の内容及び価諮その他の費用の額
オ事業の実施地域

カ緊急時における対応

キその他運営に関する重要事項

(6} 特定健康診査の実路者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者等かぢ求めら
れたときは、 ζれを提示するとと。

(7) 特定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状j践について必要な管理を行うとともに、特定

健康診査を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行う ζと。

(8) K議偶文は誇大な広告を行わないとと。

(91 特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を諮じるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情
の内容等を宮部するとと。

側従業者及び会計に関する諸記録を整備するとと。

第2 特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準

1 人員に関する基準

(ll特定保健詣導の業務を統括する者〈特定保健指導老実施する施設において、動機付け支援(実

施基準第7条第1項i己規定する動機付け支援をいう。以下同じ。〉及び積極的支援(実施基準第

8条第 1項に規定する積極的支援をいう。以下同じ。)の実施その他の特定保健指導に係る業務

全般を統括管理する者をいい、以下「統括者」という。)が、常勤の医師、保健師文は管理栄養
士であること。

(2J 常勤の管理者(特定保健指導老実施する施設において、特定保健指導に係る業務に付随する

事務の管理を行う者老いう。以下との(21において向じ。〉が援かれていること。ただし、事務の

管理上支樟がない場合は、当該常勤の管理者は、特定保健指導を行う施設の他の職務に従事し、

又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事するととができるものとする。

(3) 動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行動目様及び

行動言個の作成並びに当該行動計画の実績評価(行動計画の策定の白から6月以上経過後に行

う評価老いう。〉を行う者は、医師、保健師又は管理栄養士であること。

(41.積極的支援において、積極的支援対象者〈実施基噂第8条第2項に規定する積樋的支樹橡

者老いう。以下同じ。〉ごとに、特定保能指導支接計額の実JiI[(特定保櫨指導の対象者の特定保

健指導支援計画の作成特定保健指導の対象者の生活習慣や行動の変化の状況の抱擁及びその

評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行うことをいう。〉について統括的

・な責任を持つ医師、保健師又は管理栄養士が決められているとと。

(5) 動機付け支援又は績極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者(実施基準第7条第

2項に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同じ。〉又は積極的支樹す象者に対する食生活

に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は特定健康診査及び特定保健指導の実胞

に関する基準第7条第 l項第2号及び第8条第 1項第2号の規定に基づき車生労働大臣が定め

る食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知機及び技術な有すると認められる者(平成

20年厚生労働省告示第四号o以下「実践的指導実施者基準」という。〉第lに規定する食生活の

改者旨導に関する専門的知銭及び設術を有すると認められる者により提供されるとと。また、

食生活に関する実接的指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食生活の改善指導に

関する専門的知識及び技術を有すると認められる者老必要数確保していることが望ましいと
と。

(2)・常勤の管理者(特定健康診査を実施する施設において、特定健康診査に係る業務に付随する

事務の管理を行う者をいう。以下との(2)において同じ。〉が置かれているとと。ただし、事務の

管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定鑓康診査を実施する施設の他の職務に従

事し、又は同ーの敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事するととができるもの
とする。

2 施設、設備等に関する基準

(1) 特定健康診査を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有しているとと。

(21 検査や診察な行ラ際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備等が確保さ
れているとと。

(3) 救急時における応急処置のための体制が整っているとと。

(4) 健康増進法〈平成14年法律第103号)第25条に規定する受動喫煙の坊止措置が講じられてい
るとと。

3 精度管理に関する基準

Il}特定健康診査の項目について内部精度管理(特定極度診査を行う者が自ら行う精度管理(特

定健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。〉をいう。〉が定期的に行われ、検査舘の
精度が保証されているとと。

(21 外部精度管理〈特定健康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。)を定期的に受け、検
査値の精度が保証されているとと。

(3) 特定健康診査の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられるよう必要な

体制が整儲されているζと。

(4} 実縄基準第 l条第 l項各号に掲げる項目のうち、検査の全部文は一部を外部に委話する場合

には、委託老受けた事業者においては)から(31までの措置が講じられるよう適切な管理を行うと
と。

4 特定健康診賓の結果等の情報の取扱いに関する基準

(1) 特定健康診査に関する記録を電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識するζとができない方式老いう。以下同じ。)により作成するζと。

(2) 特定健康診査の結果の受診者への通知に関しては、当該受診者におけあ特定鍵康診査の結果

の経年管理に資する形式により行われるようにするとと。

信)特定健康診査に関する記録の保存及び管現が適切になされているとと。

(41 法第30条に規定する都宮保持義務を遵守すること。

(51 個人情報の保識に閲する法律(平成]5年法衛第57号〉及びとれに基づくガイドライシ等を遵
守するζと。

伯} 特定健康診査の結果を保存する場合には、医痕情報の安全管恩〈組織的、物理的、技稲的、

人的な安全対策等〉を徹底するとと。

[7)特定健康診査の結果の分析等を行うため、特定健康診査の結果記係る槽報を外部に提供する

場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範囲に限って提供するとともに、提供に当たっ

ては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、当該個人積報を匿名
化ずること。

5 運営等に関する基準

(11 特定健康診査の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定健康診査を実施す

るなと、受診者の利便性に記.(j.し、特定健康診査の受診率を上げるよう取り組む乙と。

位)特定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資質の向上
，に努める己と(>

(31 特定健康診査を適切かつ継続的に実施するととができる財務基盤老有するとと。

(41 業務の一部を委託する場合には、委証先との契約に、乙の告示で定める基準に掲げる事項を
遵守するととを明記すること。

∞V
F

 

(昨

h
・

ω総
武
酌
〉

穏

部日

国
…
管
制

回

α
N
R
例
制
常
的

N
賛同『



120 

{
三
本
尚
詣
蹄
謙
揖
Mm霞
謝
申
nh噛
め
品
叩
開
，
叫
が
噂
潜
禅
譲
司
叫
占
坤
'
帯
同
荊
寵
融
制
判
δ
世
」
適
職
披
見
V
J
m
V
M河
$
m
v
u
才一

O
固
定
由
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号

足

時

戸

円

台

持

論

洲

誌

に

。

一

租

税

特

製

置

法

施

行

令

(

昭

和

三

士

一

年

奪

第

四

十

一

こ

ぎ

墾

ハ

条

の

四

第

二

項

第

一

号

及

び

第

一

二

項

並

び

に

§

審

議

襲

撃

誉

議

諸

島

遺

言

語

義

5vJ長
野

護

設

注

E
符
'
謀
議
一
第
一
一
十
八
条
の
十
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
揮
襲
十
二
条
の
二
第
一
署
長

悪

招

待

ま

建

議

議

思

議

室

G
ミ

辞

意

書

締

3

5

0

3

第
四
十
五
条
の
ニ
第
一
審
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
ひ
賞
者
指
定
す
る
件

(S

撃

器

禁

雲

市

停

ま

ぎ

JG。
一

れ

阿

倍

立

主

生

労

働

省

案

第

二

百

四

十

八

ぎ

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

し

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

言

語

審

事

皇

譲

撃

g護
包

警

Jdgh妻
Z
E
F球
部

議

雲

寺

洋

一

平

成

二

十

五

年

三

月

一

干

九

日

厚

生

語

大

臣

田

村

憲

久

わ
一

$
8燐
口
市
副
首
斗
邸
調
δ
令
湖
対
立
時
醐
町
議
口
創
作
作
竺
nJ
暗
部

U

町一掬
bw-4FW
一
沖
邸
時
mnmp
断
熱
球
環
一
別
表
一
の
1
の
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
一
て
号
老
第
}
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を

こ

δ
養

護

甜

溜

3
n
p

一
第
三
号
と
し
、
第
六
芝
旬
、
第
七
言
語
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
王
子
つ
繰
り
上
げ
、
第

一

一

二

十

号

か

ら

第

二

十

三

号

ま

で

を

即

り

、

第

二

十

四

号

を

第

十

七

号

と

し

、

第

二

十

五

号

か

ら

第

四

十

八

号

ま

で

を

七

一

S
常
静
疎
対

q設
立
n
翠
斗
訟
諮
問
階
建
撮
諒
斗
創
刊
作
。
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
十
九
号
か
ら
墾
ハ
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
重
ハ
十
一
一
一
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
窪
ハ
十
四
号

事

万

厚

生

労

働

省

告

示

費

十

四

号

一

を

第

四

十

三

号

と

し

、

重

ハ

十

五

号

か

ら

室

ハ

十

八

号

ま

で

寄

り

、

重

ハ

十

九

号

室

早

四

号

と

し

、

第

七

十

号

竺
寓
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
験
者
の
義
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
伝
聞
す
る
省
令
一
扮
ら
第
七
士
ハ
号
ま
で
を
二
十
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
七
十
七
号
中
「
ビ
デ
オ
軟
性
腹
腔
鏡
」
を

E
デ
オ
軟
性
腹

得
一
(
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
書
四
十
号
〉
第
四
十
条
の
ニ
第
四
項
第
二
号
の
規
定
義
づ
き
、
高
警
の
医
療
の
一
腔
鏡
」

ιめ
、
同
号
室
五
十
二
号
と
し
、
第
七
十
八
君
主
百
三
十
号
ま
で
を
ご
十
五
号
ず
つ
繰
り
上
町
、

一
確
保
伝
聞
す
る
法
樟
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
条
の
一
一
第
四
項
一
.
一
一
百
三
十
一
腹
腔
鏡
用
ガ
ス
気
腹
装
置
'
ア
を

一

第

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

特

定

健

康

診

査

等

の

実

施

体

制

そ

の

他

の

事

項

に

つ

い

て

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

を

一

「

一

一

百

六

腹

腔

鏡

用

ガ

ス

気

腹

装

揖

一

一

次

の

よ

ラ

に

定

め

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

一

一

一

百

七

非

中

心

循

環

系

ア

フ

タ

ー

ロ

ー

デ

ィ

ン

グ

式

プ

ラ

キ

セ

ラ

ピ

1
装

置

一

一

平

成

二

十

五

年

三

月

二

十

九

日

厚

生

労

働

大

臣

回

村

簸

久

一

一

一

百

八

定

位

放

射

線

治

療

用

放

射

性

核

種

シ

ス

テ

ム

一

一

高

齢

者

の

医

療

の

確

信

関

す

る

法

律

に

よ

る

保

険

者

の

語

高

齢

者

交

付

金

等

の

額

の

算

定

苦

闘

す

る

省

一

一

一

百

九

定

位

放

射

線

治

療

用

加

速

器

シ

ス

テ

ム

一

報

一

令

第

四

十

条

の

こ

第

四

項

第

一

一

号

の

規

定

基

づ

き

特

富

康

診

査

等

の

毒

体

制

そ

の

他

の

事

項

に

つ

い

て

一

一

一

首

十

襲

撃

器

シ

ス

テ

ム

一

に

一

一

一

一

・

百

十

一

粒

子

穂

治

療

装

置

一

一

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

一

一

一

・

一

一

・

一

一

一

百

十

二

放

射

線

治

療

シ

ミ

ュ

レ

ー

タ

一

一

高

齢

者

の

医

療

の

確

密

閉

す

る

法

律

に

よ

る

保

豊

富

襲

撃

交

付

金

等

議

案

審

に

関

す

る

省

令

第

一

一

一

一

一

一

一

一

百

十

三

放

射

槙

治

療

装

置

用

y
yク
ロ

ナ

イ

ザ

デ

官
日
誌
の
二
第
四
項
第
一
一
号
の
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
霊
法
、
次
の
と
お
り
と
一
改
め
、
第

i
一
一
十
二
号
薬
事
四
号
と
し
、
第
百
=
十
一
一
号
か
ら
第
盲
コ
干
九
号
ま
で
を
十
八
息
子
つ
繰
り
や

一

.•• 

一
.
一
一
百
四
十
種
定
式
ミ
ク
ロ
ト
l
ム

?

を

一

一

次

の

い

ず

れ

か

の

基

準

を

満

た

す

と

と

。

一

・

一

・

一

「

一

一

-

百

二

十

二

滑

走

式

ミ

ク

ロ

ト

1
ム

「

一

ィ

保

険

者

客

室

審

査

〈

E
の
医
療
の
確
信
関
す
る
法
律
偏
重
十
七
年
法
律
第
八
十
号
以
下
一
一
一
百
二
十
一
一
一
霊
前
処
理
装
置

d-τ

曜
一
「
法
」
と
い
う
。
)
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
底
診
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
文
は
特
定
保
健
指
導
(
同
一
改
め
る
0

.

金
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
健
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
者
が
特
定
健
康
一
別
表
一
の
2
の
項
中
第
=
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

L
雲
寺
特
定
量
指
導
の
実
施
に
閲
す
る
基
準
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
霊
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
富
一
一
一
一
一
体
外

5置
用

遠

心

ポ

ン

プ

憲

章

一

日
一
康
診
査
審
特
定
保
健
指
導
の
義
援
る
施
設
、
建
記
録
の
保
存
等
に
関
す
る
基
準
〈
平
成
二
十
五
年
厚
一
一
一
一
一
一
ア
テ
ロ
ー
ム
切
除
ア
プ
レ
l
シ
ヨ
ン
式
出
管
形
成
術
用
カ
デ
ー
テ
ル
駆
動
装
置
一

辺
一
生
労
働
省
告
示
第
九
十
三
号
以
下
『
実
施
基
準
」
と
い
う
。

E-定
め

る

基

準

を

満

た

し

て

い

る

と

と

。

二

一

四

補

助

循

環

用

バ

ル

ー

ン

ポ

ン

プ

駆

動

装

置

一

主
ロ
保
険
者
が
竺
去
の
規
定
に
よ
り
他
の
保
険
者
に

2
2
i
i指

導
の
実
施
を
依
頼
一
別
表
一
仁
2
h
v鞠
お
諸
暗
ま
で
を
号
、
第
十
五
号
を
第
六
号
と
レ
、
第
十
六
号
か
ら
第
一
一
ト

3
一
す
石
場
合
に
?
で
ゑ
保
険
者
が
実
一
筆
準
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
他
の
護
者
と
契
約
し
て
い
る
と
と
。
一
ま
で
老
九
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

年
一
ハ
保
険
禁
法
君
子
八
条
の
規
定
に
よ
り
特
産
審
査
又
は
特
定
保
健
指
導
の
実
施
を
他
の
医
-
護
関
等
に
「
別
表
一
の
3
の
項
中
墾
ハ
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
雲
第
六
号
と
し
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
者

5
一
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
者
が
特
定
健
康
襲
警
特
定
保
健
議
案
密
閉
す
る
基
準
第
十
六
一
宮
《

2
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
塁
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
(
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
重
泉
第
九
十
二
号
)
を
一
別
表
一
の
4
の
項
中
「
脳
血
管
疾
患
」
の
下
宣
言
葉
疾
患
を
加
え
、

E
t
-
-
八
長
時
間

械

一

満

た

す

他

の

医

療

機

関

等

に

蓄

し

て

い

る

乙

と

。

一

脳

波

解

霊

園

?

を

「

一

一

八

長

時

間

ヨl
-

ニ
保
険
者
〈
前
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
他
の
保
険
者
-
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
一

-

r

一

一

九

機

能

検

て

は

岡

号

ハ

に

規

定

す

る

医

療

機

事

者

含

む

。

〉

が

特

定

値

底

塁

走

特

定

保

健

指

導

の

対

象

者

集

し

、

当

該

一

時

叩

沌

戸

一

広

改

号

特
定
襲
警
又
は
特
定
保
健
指
導
を
受
診
又
は
利
用
す
べ
き
旨
星
雲
文
は
利
星
野
の
回
布
そ
の
他
そ
れ
に
類
一
別
表
-
の
5
の
項
第
四
号
中
「
エ
ル
ピ
ウ
ム
・
ヤ
1
グ
レ
ー
ザ
」
を
「
エ
ル
ム
ム
・
ヤ
グ
レ

1
ぎ
に
改
め
、
同

す
る
方
法
に
よ
り
、
適
切
に
通
知
し
て
い
る
と
と
。
一
項
第
五
号
中
「
ゑ
オ
ジ
メ
ウ
ム
・
ャ
!
グ
レ
ー
ザ
」
を
「
ネ
オ
ジ
ミ
ウ
ム
・
ヤ
グ
レ
ー
ザ
」
に
改
め
る
。


